
医療介護情報の標準化の課題
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患者IDマスター

医療サービス提供者
IDマスター 監査系システム

用途別アクセス
管理システム

患者用ポータル

医療サービス提供者
システム
例：病院情報システム

データ作成
データ保存
ELGAへの登録

データ抽出とダウンロード

オーストリアELGAシステムの概要

SNOMEDに対応
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SNOMEDによる記述例

”左人差し指に、熱湯で3度の熱傷”

これを SNOMED CTで表現すると、以下のような記述になる。
64572001 | disease | :

246075003 | causative agent | = 47448006 | hot water |
, 363698007 | finding site | = ( 83738005 | index finger structure | :

272741003 | laterality | = 7771000 | left | )
, { 116676008 | associated morphology | = 80247002 | third degree burn injury |
, 363698007 | finding site | = 39937001 | skin structure | }

人差し指:
指 7569003
├ 人差し指 83738005
├ 中指 65531009
├ 薬指 82002001

熱傷 48333001
├ 1度の熱傷 77140003
├ 2度の熱傷 46541008
├ 3度の熱傷 80247002

SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms

資料提供： 伊藤龍史（SEC）
24



国際的システムとしてのELGAシステム

ターミノロジーサーバー

疾病金庫

検査センター

診療所

患者

病院

他国の電子カルテネットワーク

公衆衛生関連施設
例：ワクチン接種歴など

大学

CTS2ターミノロジーサーバーの例

日本はこうした国際動向から遅れている
25



タイの National ID card
(サンプル) 

国民一人一人に14桁の個人IDが付与されており、ICカード化されている

14桁の個人ID

写真
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タイのUniversal coverage schemeにおける
レセプト情報の統合

入院データ 外来データ患者情報

保険資格情報

コスト情報

タイはASEANの医療情報標準化の
リーダーになろうとしている
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アジア太平洋地域における医療情報標準化の動き
（診断群分類DRG、DPCを例として）

オーストラリア

シンガポール

中国

モンゴル

UK

WHO タイ

フィリッピン

インドネシア

ドイツ

ASEANにおける
医療情報標準化

（計画段階）

日本

国際展開

日本はタイ、オーストラリアとの医療情報互換性の
整備を急ぐ必要があるのではないか？

ICD

JICA
PJ

技術供与

技術供与

技術供与

技術供与

技術供与

技術支援

28



アジアの高齢化を受けて日本国内では以下の
ようなことが言われるようになった

• 日本の進んだ介護技術（特に介護ロボットなど）を他のアジア諸国に輸出

し、国際貢献と介護関連産業の活性化を図る

→ 介護ロボットのアジア展開は難しい（労働力が豊富）。むしろ、介護関連消耗品

（日本製の高品質の介護食や紙おむつなど）の需要が高まるだろう。

• アジア諸国における将来の介護需要増に対応するために国内で外国人

介護人材の育成を図る必要がある

→ 国内の介護人材不足に対する安価な労働力確保という発想では、海外から

介護人材を引き付けることは難しい（ドイツは同一賃金＋永住権取得可能）

→ 他のアジア諸国には「介護職」という専門職はない。看護師、理学療法士が主

体→これらの専門職が「介護対応のスキルを身につける」という「専門性の高度化

戦略」が必要→ ヨーロッパはアジア人材の活用に関して我が国の先を行ってい

る（ドイツはベトナムに看護学校を設立）。
29



アジア諸国で公的介護保険は
構築されるのか？

• 現時点で公的介護保障制度を持っているアジアの国は日本、韓国、

台湾のみ

– いずれの国も財政的課題が大きくなっている

– 他のアジア諸国はこれらの国の状況を「反面教師」としてみている

• おそらく他のアジア諸国は家族介護が中心であり続け、富裕層をター

ゲットとした介護サービスのみがマーケットになる

– 日本の介護スキルや介護資材（紙おむつ、介護ベッド、ケア対応住宅の

ノウハウなど）のマーケットが大きくなるのではないか？

– その際、ローソンなどの流通網（情報＋相談体制＋商品）を押さえること

が重要になるのではないか。

• 重要なことは介護関連情報の標準化のイニシアティブをとること
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認定調査票 → ICF
介護レセプト → ICHI
（介護行為）

介護における状態像および
行為の標準化
・日本語↔英語↔他言語

アジアの他言語に対応した
教材の作成（テキスト・映像）
・サービス提供方法
・アセスメント手法（Simpleなもの）

介護業界（全老健・老施協など）及び専門学校
・福祉系大学と協力してアジアの人材育成を図る
（介護福祉士、リハ職、看護職、ケアマネ、医師、

マネジメント職、その他）

Qualityの高い介護関係職の育成

インドネシア（インドネシア語）
ベトナム（ベトナム語）
フィリッピン（英語・タガログ語・・・）
ミャンマー（ミャンマー語）
ラオス（ラオス語）
カンボジア（クメール語）

モンゴル（モンゴル語）
ネパール（ネパール語）
バングラデッシュ（ベンガル語）
タイ（タイ語）

中国（中国語）
台湾（中国語）

母国での介護ビジネスの実践

日本の介護事業の国際化

介護資材（紙おむつ、福祉機器、高齢者施設
の建設、介護食、・・・）

フランチャイズ
大学間協力

日系物流サービスによる提供
（ローソン、7-11等）

方法論のアジアに
おけるde facto化

→学会による発信

アジアの富裕層を対象とした介護
サービス（自費・民間保険）

保険会社・信託銀行など

日本
*: アジア太平洋ヘルスサポート学会
（理事長 田中滋 慶応大学名誉教授）

日本の介護サービスをアジア標準にする

産業医科大学
公衆衛生学教室で開発中
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• 日本の介護保険制度で蓄積されてきた経験を国際的な枠組みで
標準言語化する（厚生労働省事業で現在実施中）
 状態像のICFによる記述

 介護行為のICHIによる記述

 英語化、フランス語化、ドイツ語化＋アジアの多言語化（特に中国語、ベ
トナム語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語、モンゴル語、クメール
語など）

• アジアへの積極的な発信
 人材育成（安い労働職の確保ではなく、日本モデルを自らのビジネス実

践として母国で展開できる質の高い介護労働力の育成）

 ビジネス界の協力（モデルターゲット集団に対する試行的展開）

 学会を通じた発信（日本が中心となる）

必要な準備

その基盤となるデータベース作成とそれを用いた研究推進
→ 科学的介護
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ICF対応認定調査票
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ICF対応認定調査票
（インドネシア語）
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認定調査マニュアルの他言語化
（インドネシア語）

中国語、ベトナム語、インドネシア語、モンゴル語、英語、フランス語、ドイツ語版も作成済
35



ICF対応認定調査票
（中国語）
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ICF対応認定調査票
（ベトナム語）
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ICF対応認定調査票
（モンゴル語）
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ICF対応認定調査票
（英語）
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ICF対応認定調査票
（フランス語）
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ICF対応認定調査票
（ドイツ語）

41



ICF・ICHI対応主治医意見書
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ICF・ICHI対応主治医意見書
（インドネシア語）
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ICF・ICHI対応主治医意見書
（中国語）
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ICF・ICHI対応主治医意見書
（ベトナム語）

45



ICF・ICHI対応主治医意見書
（モンゴル語）
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ICF・ICHI対応主治医意見書（英語）
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ICF・ICHI対応主治医意見書（フランス語）
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ICF・ICHI対応主治医意見書（ドイツ語）
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まとめ

• 我が国には医療・介護の現状と課題、そして今後のあり方を
客観的に検討できる詳細な情報（レセプト）がある。しかも、技
術的にその活用は問題なくできる（高度な技術は不要）。

– ただし、国際的動向を踏まえた標準化対応が必要（アジアの孤児にな
らないために・・・。医療はキャッチアップ、介護はリーダーシップ）

– アジア戦略の重要性（留学生、JICA、ビジネス展開、・・・）

• これらの情報を一元的に分析する体制を自治体レベルで実
装することで、PDCAサイクルに基づいた公衆衛生施策を展開
することが可能になる。
– ただし、ユニークな社会保障番号の整備が急務

• そのためには国と都道府県の両レベルでの保険者と行政、
そして大学（研究機関）の連携体制を構築することが必要。
– 国レベルでの総合的な研究基盤構築の必要性（multidisciplinary）

– 都道府県単位での社会医学系研究者の充実

– 人材の育成（若手研究者・保険者職員・自治体職員）
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